
 

特定自主検査者能力向上教育 
 「高所作業車コース」実施のご案内 

 
この教育は、厚生労働省の通達に基づき、高所作業車の特定自主検査者の

検査業務に従事しておおむね５年以上経過した検査者を対象に、最近の進歩

に対応した知識と技能を向上していただくことを目的とする教育です。安全

の一層の確保のため、是非受講くださいますようご案内申し上げます。 

（関係通達:平11.9.14基発第547号）         

1.講習日時 令和８年９月１７日(木) ８時３０分～１７時３０分 

2.講習会場 福井県中小企業産業大学校 福井市下六条町16-15 TEL 0776-41-3775 

3.受講対象者 
高所作業車の特定自主検査の有資格者で、当該業務に従事しておおむね５年以上

経過した者。および、前回受講から５年以上経過した者。 

4.受講手続 

下記①②を揃え、郵送・ＦＡＸ・メールのいずれかにてお申込み下さい。 

①受講申込書（様式71F号）  

②高所作業車の特定自主検査の資格を証明する証書の写し 

注1. 修了証に表示される氏名、生年月日は、申込書に記載されたとおりになりますので、

楷書で正確に記入下さい。 

注2.申込書は複写可、また建荷協ＨＰ福井県支部ページより印刷出来ます。 

◆開催１週間前頃に「受講票」を郵送しますので、それに従い受講して下さい。 

5.受講料 

受 講 料 
会 員 一 般 

１１，７７０円 １２，４３０円 

注1.受講料には、テキスト代及び消費税(10％)が含まれています。 

注2. 受講料は、開催日の５営業日前までに納金願います。 

注3. 振込手数料は振込者負担となります。 

◆ 受講申込書を受理後に、「受講料請求書」を郵送します。 

6.受講料振込先 福井銀行 福井中央支店 普通 №１０９６６４９ (公社)建
ｹ ﾝ
荷協
ﾆ ｷ ｮ ｳ

福井県
ﾌ ｸ ｲ ｹ ﾝ

支部
ｼ ﾌ ﾞ

 

7.申込期限・定員 令和８年９月３日(木)  但し、定員 ２５名 に達し次第締切ります。 

8.実施者 

 （申込み先） 

公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会 福井県支部 

〒910－0854 福井市御幸４丁目19－25 広田第２ビル２階 

TEL：0776－24－7277   FAX：0776－24－9507 

E-mail：sacl18@mx1.alpha-web.ne.jp 

9.修了証 この能力向上教育を修了した方には、「修了証」を交付します。 

10.その他 

・受講申込み後、やむを得ず受講できない場合は、速やかに当支部へご連絡願い

ます。なお、返金額は振込手数料（教材発送の場合は送料含む）を差引いた額

になります。 

研修開始日の５営業日前までは、取消費用は発生いたしません。 

同４営業日前から２営業日前の場合は、教材費を除く受講料を頂きます。 

同１営業日前及び当日の取消は、教材費を含む受講料全額を頂きますので、 

ご了承願います。 

・教育時間中の電話呼出しは、一切お断りいたします。 

 

知識と

技能を

向上し

よう。 


